
���-���-����TEL
受付時間 AM �:�� ～ PM �:��

※このパンフレットは����年��月時点の診療報酬に基づき作成されています。

私たちの想い
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医療法人修志会グループ

ご自宅でも安心して療養生活が

送れるようお手伝いいたします

その５
信頼できる誠実な対応を心がけます

私たちの職場はご利用者様・ご家族様の生活され
ている、まさにその場所です。ご利用者様・ご家
族様を尊重した看護、リハビリを行います。皆さ
まから信頼され何でも相談してもらえる関係を構
築できるよう、常に誠実な対応を心がけます。

その４
主治医と密に連携し、ご自宅で
安心して過ごせる環境を提供します

私たちは同一建物内に同一法人の訪問診療のクリ
ニック（ファミリークリニック越谷）があり、毎
日密に連携し、情報共有しています。また、多く
の病院、クリニックとも連携します。

その２
医療処置が必要な方でも
全面的にサポートします

せっかく退院が決まっても、医療処置が必要な状
態での退院になるとさまざまな不安が生じること
があります。私たちは定期的にご自宅にお伺いし、
医療処置が必要な場合でも主治医と密に連携し、
適切な看護を提供します。

その３
生活環境に合わせたリハビリを
行います

「寝たきりになりたくない」「トイレまではなんと
か自力で移動したい」リハビリの目標は人それぞ
れです。ご利用者様、ご家族様の目標、環境に合
わせて、主治医の指示のもと、リハビリ指導をご
自宅で行います。

その１

住み慣れた家で、ご家族と過ごす
時間を大切にします

「自分の家で安心して過ごしたい」そういったご利
用者様やご家族のために、ご自宅の療養に必要な看
護・リハビリのアドバイスを行います。ご利用者様、
ご家族様が安心して過ごせるようサポートします。

お問い合わせはこちらまで

信頼できる誠実な対応を心がけます

主治医と密に連携しご自宅で安心して
過ごせる環境を提供します

生活環境に合わせたリハビリを行います

医療処置が必要な方でも全面的にサポートします

住み慣れた家で、ご家族と過ごす時間を大切にします
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医療法人修志会では在宅医療（訪問診療）のクリニックも運営しています。

ファミリークリニック春日部

ファミリークリニック越谷

ファミリークリニック草加

在宅医療
（訪問診療）

専門



令和 � 年 � 月に当事業所を開設し、地域の皆様に訪問看護・訪問

リハビリサービスを提供させていただいております。

こうして存続し現在もサービスを提供できるのも、私たちを必要

としてくださるご利用者様、ご家族様そして共に在宅療養を支え

てくださる多職種の皆様のおかげであり、日々訪問看護や訪問リ

ハビリを提供できることに心から感謝しております。質の高い看

護を提供するために今後も多職種との連携を大切にしてまいります。

私たちスタッフ一同は、ご利用者様やご家族様の「こころ」と「か

らだ」に寄り添いながら、「自宅で安心できる療養生活を送りたい。」、

「慣れ親しんだ環境で最期を迎えたい。」といった想いを支えられ

るように、ご自宅での療養生活をサポートさせていただきます。

お困りのことがありましたら、お一人で悩まずにまずはご相談く

ださい。

管理者ご挨拶
りあん訪問看護ステーション

介護保険を利用する場合

りあん訪問看護ステーションの訪問看護サービスを受けるまでのおおまかな流れに
ついてご説明します。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

料金表

サービスの流れ

対象となる方

訪問看護の利用を検討

介護保険対象の可能性

かかりつけ医による訪問看護指示書の発行

訪問看護ステーションと契約

訪問看護契約に基づき訪問看護サービスの開始

介護保険 医療保険

介護保険の申請�.

�. 要介護・要支援認定

�. 居宅介護支援事業者による

ケアプラン作成

難病、がん、小児疾患、精神疾患など、
医師が必要と認めた人

�� 歳未満

介護保険の要介護・要支援を受けてい
ない人で、訪問看護が必要な人

�� 歳以上

●　�� 歳未満と同様
●　介護保険の特定疾病に該当しない人
 　（がん末期を除く）

�� 歳以上 �� 歳未満

要介護・要支援者であっても、がん末期
などの特定の疾病等、急性憎悪期の人は
医療保険の対象となります

サービスの種類

看護師 等
が行った場合

理学療法士 等
が行った場合

�� 分未満

訪 問 看 護 ��� 円

��� 円予防訪問看護

�� 分以上

�� 分未満

��� 円訪 問 看 護

��� 円予防訪問看護

�� 分
��� 円訪 問 看 護

��� 円予防訪問看護

�� 分
��� 円訪 問 看 護

��� 円予防訪問看護

�� 分以上

�� 分未満

�,��� 円訪 問 看 護

�,��� 円予防訪問看護

★：自己負担

あり なし

訪問看護ステーションにおける
理学療法士等による訪問に関して

リハビリテーションを中心とした訪問看護の場合、
概ね３か月に１回の看護職員による訪問が必要です。
その他、医療保険を利用しての訪問や自費での訪
問も行っております。医療費控除制度もございま
すので、お気軽にお問い合わせください。

こんなご心配ごとはありませんか？

認知症のご家族の介護の悩み

排便の不自由で困っている

体が不自由で入浴できない

大切なご家族を最期までご自宅で看たい

医療的な処置があり不安

たくさんの薬があり管理できない

がんや持病の治療中でさまざまなつらい状況がある

要介護認定において「要支援 �・�」「要介護 �～�」と認定された方

非該当もしくは要介護認定の対象年齢とならない方の場合でも、
医師が訪問看護やリハビリを必要と判断した場合は利用可能です

パーキンソン病など指定難病をお持ちの方

実費での看護・リハビリをご希望の方

そんな心配ごとに、私たちがお手伝いします。

★：介護保険自己負担割合 � 割の場合です。（訪問 � 回あたり）

※料金は「越谷市・草加市・春日部市」の地域区分単価である ��.��
で算出しております。

※准看護師が行った場合、上記単価の ��% になります。
※� 割負担 � 割負担があり、負担割合により利用料金が違います。


